
 

 

 

 

 

 

令和５年度石川県医療審議会の審議結果について 

 

 

昨日開催された標記医療審議会において、非公開とさせていただいた諮問事

項について、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

諮問事項（１） 

次の病院の特定労務管理対象機関の指定について、適当と認められた。 

・石川県立中央病院 

・金沢大学附属病院 

・金沢医科大学病院 

  

諮問事項（２） 

次の医療法人の設立認可について、適当と認められた。 

・医療法人ｆＵｋｕｒｕｎ 

・医療法人いけだなおき内科医院 

・医療法人インクル          

・医療法人社団つじ小児科医院  

・医療法人わせだ 

・医療法人ＥＫＯＣ 

・医療法人社団和永会 

・医療法人みのる会 

・医療法人社団津山整形外科クリニック 

・医療法人社団心匡会 

・医療法人翔心会 

・医療法人ＴＤＣ 

・医療法人社団蒼晴会 

・医療法人社団草山歯科医院 
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諮問事項（３） 

次の医療法人の解散認可について、適当と認められた。 

・医療法人社団はせがわ歯科・矯正歯科 

・医療法人山岸歯科医院 

 

諮問事項（４） 

医療法人社団金沢及び医療法人社団六豊会の吸収合併について、 

適当と認められた。 

 


